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身体障がい者福祉関係職員圏域研修会（西濃圏域）の開催に  
ついて（義肢装具）  

 
 日頃より当所の業務にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
 当所では、身体に障がいのある方々への理解を深めていただくため、県内各圏
域で身体障がい者福祉関係職員を対象とした研修会を開催しています。  
 今回、下記のとおり研修会を開催しますので、関係者の参加につきましてご配
慮くださいますようお願いいたします。  
 つきましては、別紙の参加申込書によりファックス、メールで平成３０年１０
月２６日（金）までにお申し込みください。  
 なお、西濃圏域の市町村だけでなく他圏域の市町村の方も参加していただけま
す。多数のご参加をお待ちしています。  

 
記  

 
１  日  時   平成３０年１０月３１日（水）  １４：００～１６：００  
                    （ 受 付  １ ３ ： ３ ０ ～ ）  
 

２  場  所   ソフトピアジャパンセンター １０階 会議室１ 

            （大垣市加賀野４丁目１番地７） 

 

３  対象者   市町村障がい福祉担当職員、障害福祉サービス事業者関係職員  
       高齢者施設職員、介護保険事業所職員、身体障害者相談員  など  
 
４ 内  容    講演「今後の義肢装具について」（仮）  

講師  株式会社  松本義肢製作所  
義肢装具士  佐口  明  氏  
 

５ 注意事項  駐車場はセンタービル地下駐車場をご利用ください。 
        （入庫後 20 分まで…無料、20 分を超え 3 時間まで…100 円、 
          以後 30 分ごとに 100 円加算） 
 

 
障がい者施設等で義肢装具が必要な方の対応をされている皆さま  
市町村障がい者福祉担当の皆さま  

 
  義肢、下肢装具等の補装具の申請に市民の方が来られたときなど、何の補装具か
わからない、パーツの名称を言われても、イメージがわかないなど戸惑った経験は
ありませんか？  
この研修で義肢装具の実物を見ながら、補装具について学びませんか？  

 きっと今後の業務にプラスになりますよ！  
 
 

         

 ＜問い合わせ先＞   

岐阜県身体障害者更生相談所  担当  川井  祐輔  

                  〒 502-0854 岐阜市鷺山向井 2563-18 

                  TEL 058-231-9715 

                  FAX 058-231-9716 

                  E-mail c22201@pref.gifu.lg.jp 

mailto:c22201@pref.gifu.lg.jp


(別紙）                （ファクス：０５８－２３１－９７１６）  

 

 身体障がい者福祉関係職員圏域研修会（西濃圏域）参加申込書 
 
 
 （研修会参加者） 

 
所属 と 所在市町村名 

 

 
  氏   名 

 
職  種  等 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※「職種等」は、自治体福祉担当職員、保健師、ホームヘルパー、身体障害
者相談員、施設職員（施設名）等と記入してください。  

 
  
  （とりまとめ担当者） 

 
担 当 部 署 名 

 

 
氏   名 

 
電 話 番 号 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
  ※講師に対して質問したいことや疑問点がありましたらご記入ください。 
    

 

 
※この申込書の提出に際し、添書・鑑文書は不要です。 


